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＜平成２７年１２月定例会議案概要＞ 

・第１０６号議案 名誉市民の推薦について 

  ノーベル物理学賞の受賞が決定した梶田・章氏を越谷市名誉市民として推挙したいので、越谷

市名誉市民条例の規定により推薦し、議会の決定を求めるもの。

《越谷市名誉市民推薦者》 

氏  名：梶田 隆章（かじた・たかあき） 

略  歴：東京大学宇宙線研究所長 

東京大学宇宙線研究所教授

・第１０７号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員九ノ里幸子氏の任期満了（平成２８年３月３１日）に伴い後任委員候補者を推薦

することについて、議会の意見を求めるもの。 

《後任委員候補者》 

氏  名：九ノ里 幸子（くのり・さちこ） 

略  歴：元越谷市立大袋東小学校長

人権擁護委員

・第１０８号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員中川玲子氏の任期満了（平成２８年３月３１日）に伴い後任委員候補者を推薦す

ることについて、議会の意見を求めるもの。 

《後任委員候補者》 

氏  名：渡邊 満明（わたなべ・みつあき） 

略  歴：僧 侶 

     保護司 

・第１０９号議案 越谷市名誉市民条例の一部を改正する条例制定について 

越谷市名誉市民に支給する年金を年額「３０万円」から「１００万円」に引き上げるもの。

公布の日から施行 

・第１１０号議案 越谷市部設置条例の一部を改正する条例制定について 

  第４次総合振興計画後期基本計画の着実な推進を図るとともに、社会構造の変化に対応し、行

政としての役割を的確に果たすことができる組織を構築するため、市長公室、企画部、市民税務

部、協働安全部等を再編し、２１部７２課を２０部７３課とするもの。平成２８年４月１日から

施行 
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・第１１１号議案 越谷市税条例の一部を改正する条例制定について 

地方税法の一部が改正されること等に伴い、所要の改正を行うもの。 

⑴ 納税環境整備に伴う改正《平成２８年４月１日施行》 

 ① 徴収猶予制度の見直しに伴うもの 

  ア 分割納付方法、手続における基準等の条例委任事項に関する規定の追加 

  イ 申請・決定等の手続に関する規定等の追加 

 ② 換価猶予制度の見直しに伴うもの 

  ア 分割納付方法、手続における基準等の条例委任事項に関する規定の追加 

  イ 申請による換価猶予制度の創設に伴う手続に関する規定等の追加 

 ③ 担保徴取基準の見直しに伴うもの 

 地方税法で規定されていた徴収猶予・換価猶予の際に担保を徴する必要がない場合の基準

を猶予金額、猶予期間その他の事情を勘案して条例で定めることとされたため定めるもの 

  改正前：規定なし（地方税法：猶予金額５０万円以下又は特別な事情がある場合） 

  改正後：猶予金額１００万円以下、猶予期間３月以内又は特別な事情がある場合 

 ④ 督促状発付期限に係る規定の整備 

 地方税法の督促状発付期限の特例規定に基づき、督促状の発付期限を納期限後３０日以内

と定めるもの 

⑵ 固定資産税非課税対象法人である「独立行政法人労働者健康福祉機構」が「独立行政法人労

働者健康安全機構」へ改称されることに伴う条文整備《平成２８年４月１日施行》 

⑶ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、  

申請書等に記載すべき事項に個人番号・法人番号を追加するもの《平成２８年１月１日施行》 

・第１１２号議案 越谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定について 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行されることに

伴い、同法に規定された事務における特定個人情報の庁内連携について定めるもの。平成２８年

１月１日から施行

・第１１３号議案 越谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

  地方税法施行令に定める国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたことに伴い、本市国民

健康保険税においても課税限度額の引上げを行うもの《平成２８年４月１日から施行し、平成 

２８年度課税分から適用》 

 ⑴ 医療分         改正前：５１０,０００円  →  改正後：５２０,０００円 

 ⑵ 後期高齢者支援金等分  改正前：１６０,０００円  →  改正後：１７０,０００円 

 ⑶ 介護分         改正前：１４０,０００円  →  改正後：１６０,０００円 

・第１１４号議案 越谷市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について 

  介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、同事業に移行する「介護予防通所介護」に関

する規定を特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準規定中から削る条文整備を行うもの。

平成２８年３月１日から施行



- 3 - 

・第１１５号議案 越谷市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定について 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施により「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介

護」がそれぞれ同事業の「第１号訪問介護事業」及び「第１号通所介護事業」に移行することに

伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準規定中の「介護予防訪問

介護」を「第１号訪問介護事業」に、「介護予防通所介護」を「第１号通所介護事業」に改める

等の条文整備を行うもの。平成２８年３月１日から施行 

・第１１６号議案 越谷市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、所要の改正を行うもの。平成２８年３月１日

から施行 

⑴ 介護予防・日常生活支援総合事業に移行する「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介

護」の人員、設備及び運営等に関する基準の規定を削るもの 

⑵ 介護予防・日常生活支援総合事業に移行する「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介

護」に関する規定を越谷市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準規定中から削る

とともに、同基準規定中に「介護予防・日常生活支援総合事業」に関する規定を追加する等の

条文整備を行うもの 

・第１１７号議案 越谷市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定について 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、同事業に移行する「介護予防訪問介護」及び

「介護予防通所介護」に関する規定を指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に

関する基準規定中から削るとともに、同基準規定中に「介護予防・日常生活支援総合事業」に関

する規定を追加する等の条文整備を行うもの。平成２８年３月１日から施行 

・第１１８号議案 越谷市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法等に関する基準規定中に「介護予防・日常生活支援総合事業」に関する規定を追加する条

文整備を行うもの。平成２８年３月１日から施行 

・第１１９号議案 越谷市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、同事業に移行する「介護予防通所介護」に関

する規定を指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法等に関する基準規定中から削る条文整備を行うもの。平成２８年３

月１日から施行 
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・第１２０号議案 越谷市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準（省令）の一部が改正され、婦人保護施設の施設長

の資格要件のうち年齢要件（３０歳以上の者であること）が廃止されることに伴い、省令に従い、

本条例においても同様の基準とするもの。平成２８年１月１日から施行 

・第１２１号議案 財産の取得について 

  財産を取得するにあたり、予定価格及び面積が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条に規定する額及び面積以上となるため提案するもの。 

 ⑴ 所在地：越谷市南越谷二丁目９３４番９ほか１筆 

 ⑵ 面 積：７,８５１.７７㎡ 

 ⑶ 取得予定価格：１７億２,４００万円 

 ⑷ 契約の相手方：東京都千代田区九段南一丁目１番１０号 

           国家公務員共済組合連合会 

            理事長 尾 原 榮 夫 

・第１２２号議案 指定管理者の指定について（越谷市中央市民会館） 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

    名 称：越谷市中央市民会館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：公益財団法人 越谷市施設管理公社 

        理事長 武 藤 繁 雄 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１２３号議案 指定管理者の指定について（越谷市北部市民会館） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市大字恩間１８１番地１ 

    名 称：越谷市北部市民会館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市大字恩間１８１番地１ 

    名 称：越谷市北部市民会館運営協議会 

        会長 佐 藤   佐 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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・第１２４号議案 指定管理者の指定について（越谷市赤山交流館） 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市赤山町三丁目１２８番地１ 

    名 称：越谷市赤山交流館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市赤山町三丁目１２８番地１ 

    名 称：越谷市赤山交流館運営協議会 

        会長 岩 間 一 男 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１２５号議案 指定管理者の指定について（越谷市大沢北交流館） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市大字大里３２６番地１ 

    名 称：越谷市大沢北交流館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市大字大里３２６番地１ 

    名 称：越谷市大沢北交流館運営協議会 

        会長 榎 本   武 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１２６号議案 指定管理者の指定について（越谷市蒲生交流館） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市蒲生寿町４番９号 

    名 称：越谷市蒲生交流館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市蒲生寿町４番９号 

    名 称：越谷市蒲生交流館運営協議会 

会長 浅 見 昭 一 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１２７号議案 指定管理者の指定について（越谷市南部交流館） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市南町一丁目２２番１３号 

    名 称：越谷市南部交流館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市南町一丁目２２番１３号 

    名 称：越谷市南部交流館運営協議会 

        会長 大 熊 光 蔵 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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・第１２８号議案 指定管理者の指定について（越谷市大袋北交流館） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市大字袋山５６５番地４ 

    名 称：越谷市大袋北交流館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市大字袋山５６５番地４ 

    名 称：越谷市大袋北交流館運営協議会 

会長 久保山 勝 昭         

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１２９号議案 指定管理者の指定について（越谷市桜井交流館） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市大字大泊７３０番地２ 

    名 称：越谷市桜井交流館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市大字大泊７３０番地２ 

    名 称：越谷市桜井交流館運営協議会 

        会長 佐 藤   佐 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１３０号議案 指定管理者の指定について（越谷市南越谷交流館） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市南越谷五丁目１５番地４ 

    名 称：越谷市南越谷交流館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市南越谷五丁目１５番地４ 

    名 称：越谷市南越谷交流館運営協議会 

        会長 座 間 三 郎 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１３１号議案 指定管理者の指定について（越谷市障害者福祉センターこばと館） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

    名 称：越谷市障害者福祉センターこばと館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

    名 称：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

        会長 杉 本 昭 彦 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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・第１３２号議案 指定管理者の指定について（越谷市障害者就労訓練施設しらこばと） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市大字増林５８３０番地４ 

    名 称：越谷市障害者就労訓練施設しらこばと 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

    名 称：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

        会長 杉 本 昭 彦 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１３３号議案 越谷市建築審査会条例の一部を改正する条例制定について 

  建築基準法の一部が改正され、建築審査会委員の任期について、省令を参酌し、条例で定める

こととされたことに伴い、省令を参酌し、現行と同様の任期（２年）を定めるもの。平成２８年

４月１日から施行 

・第１３４号議案 財産の取得について（平方公園用地） 

平方公園用地を取得するにあたり、予定価格及び面積が、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条に規定する額及び面積以上となるため提案するもの。 

 ⑴ 所在地：越谷市大字平方字東前５５６番ほか６８筆 

 ⑵ 面 積：３９,１２７.９２㎡ 

 ⑶ 取得予定価格：８億３,６４８万８,４１０円 

 ⑷ 契約の相手方：所有者等２５名 

※平方公園については、平成２６年度から数か年をかけて用地取得を行い、面積約１０.８ｈａ

の計画で事業を進めているが、一部について所有者等との合意に達したため、平成２７年度分

の取得として提案する。 

・第１３５号議案 指定管理者の指定について（花田苑） 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市花田六丁目６番地２ 

    名 称：花田苑 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：公益財団法人 越谷市施設管理公社 

        理事長 武 藤 繁 雄 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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・第１３６号議案 指定管理者の指定について（キャンベルタウン野鳥の森） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市大字大吉２７２番地１ 

    名 称：キャンベルタウン野鳥の森 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：公益財団法人 越谷市施設管理公社 

        理事長 武 藤 繁 雄 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１３７号議案 市道路線の廃止について 

  払下げ３路線、新川用水の整備に伴うもの１路線、一部払下げに伴うもの１路線、合計５路線、

延長２８２.８２ｍを廃止するもの

・第１３８号議案 市道路線の認定について 

  宅地造成に伴い帰属したもの１１路線、新川用水の整備に伴うもの１路線、一部払下げに伴う

もの１路線、私道の寄附２路線、合計１５路線、延長７８３.２０ｍを認定するもの。 

・第１３９号議案 越谷市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について 

  越谷市大相模公民館の移転に伴い、位置及び使用料について所要の改正を行うもの。 

 ⑴ 位置の変更《平成２８年４月１日施行》 

   改正前：越谷市大成町一丁目２,２３３番地１ 

   改正後：越谷市相模町三丁目４２番地１ 

⑵ 使用料を大相模地区センターと同様のものとするもの《平成２８年１月１日から施行し、同

年４月１日以後の使用分から適用》 

・第１４０号議案 指定管理者の指定について（越谷コミユニテイセンター） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市南越谷一丁目２８７６番地１ 

    名 称：越谷コミユニテイセンター 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：公益財団法人 越谷市施設管理公社 

        理事長 武 藤 繁 雄 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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・第１４１号議案 指定管理者の指定について（越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂） 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設

    所在地：越谷市花田六丁目６番地１ 

    名 称：越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：公益財団法人 越谷市施設管理公社 

        理事長 武 藤 繁 雄 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１４２号議案 指定管理者の指定について（越谷市立総合体育館） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：越谷市立総合体育館 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：公益財団法人 越谷市施設管理公社 

        理事長 武 藤 繁 雄 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１４３号議案 指定管理者の指定について（越谷市民球場・越谷市立越谷総合公園多目的運

動場・越谷市立越谷総合公園庭球場） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

  ① 所在地：越谷市増林三丁目１番地 

    名 称：越谷市民球場 

  ② 所在地：越谷市増林三丁目１番地 

    名 称：越谷市立越谷総合公園多目的運動場 

  ③ 所在地：越谷市増林三丁目１番地 

    名 称：越谷市立越谷総合公園庭球場 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：公益財団法人 越谷市施設管理公社 

        理事長 武 藤 繁 雄 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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・第１４４号議案 指定管理者の指定について（越谷市立しらこばと運動公園競技場・越谷市立

しらこばと運動公園第２競技場・越谷市立しらこばと運動公園野球場・越谷市

立しらこばと運動公園庭球場・越谷市立しらこばと運動公園ソフトボール場） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

  ① 所在地：越谷市大字小曽川７２９番地１ 

    名 称：越谷市立しらこばと運動公園競技場 

  ② 所在地：越谷市大字砂原３９番地 

    名 称：越谷市立しらこばと運動公園第２競技場 

  ③ 所在地：越谷市大字砂原３９番地 

    名 称：越谷市立しらこばと運動公園野球場 

  ④ 所在地：越谷市大字砂原３９番地 

    名 称：越谷市立しらこばと運動公園庭球場 

  ⑤ 所在地：越谷市大字砂原３９番地 

    名 称：越谷市立しらこばと運動公園ソフトボール場 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：公益財団法人 越谷市施設管理公社 

        理事長 武 藤 繁 雄 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１４５号議案 指定管理者の指定について（緑の森公園越谷市弓道場） 

 ⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    所在地：越谷市越ヶ谷２５７９番地 

    名 称：緑の森公園越谷市弓道場 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市増林二丁目３３番地 

    名 称：公益財団法人 越谷市施設管理公社 

        理事長 武 藤 繁 雄 

 ⑶ 指定する期間 

    平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

・第１４６号議案から第１５０号議案まで 

平成２７年度越谷市一般会計補正予算（第２号）について ほか補正予算４件


